
 
 

第１回 横浜市青少年野外活動センター（三ツ沢公園、くろがね、こども自然公園） 

指定管理者選定評価委員会会議録 

日 時 令和８年６月３日（水）13時 00分～14時 40分 

開 催 場 所 市庁舎 12階共用会議室 N11 

※オンライン併用 

出 席 者 岡野委員（特定非営利活動法人横浜にプレイパークを創ろうネットワーク 理事

長） 

近藤委員（ボーイスカウト横浜市連合会 会長） 

佐藤委員（特定非営利活動法人 国際自然大学校 理事長） 

為崎委員（中小企業診断士） 

福田委員（横浜国立大学 名誉教授） 

欠 席 者 なし 

開 催 形 態 一部非公開（傍聴者なし） 

議 題 １ 会議の公開・非公開について 

２ 公募要項・業務の基準について 

決 定 事 項 １ 本委員会は、公募の公平性を確保するため、「議題２ 公募要項・業務の基準に

ついて」を非公開とすることとした。 

２ 委員長は、福田委員、職務代理者は為崎委員とすることとした。 

３ 第５期指定管理者の公募要項案および業務の基準案については、事務局案を基

本として了承した。 

 

議 事 １ 会議の公開・非公開について 

（委員長）公正性を担保するため、第１回選定評価委員会では「議題２ 公募要項・

業務の基準について」の部分を非公開とすることが望ましいと考えるが

いかがか。 

（各委員）異議なし。 

 

２ 公募要項・業務の基準について 

公募要項（案）、業務の基準（案）について事務局から説明を行い、議論された。 

(1) 三施設一体運営のあり方 

（委員）三施設を一体で管理する方式は効率性やスケールメリットがある一方、新

規参入事業者にとって負担が大きく、参入の障壁になる可能性があるので

はないか。施設ごとの特性が異なるため、それぞれの特徴を活かした運営

が十分にできるのか懸念がある。 

（事務局）現時点では一体管理を基本とするが、今後については個別管理も含めて

検討していく余地がある。 

（委員長）当面は現行方式を維持しつつ、将来的な見直しの視点を持つことが重要

である。 



 
 

 

(2)  施設の老朽化と修繕対応 

（委員）施設が老朽化しており、今後の安全性や利用環境の維持のためには計画的

な改修が必要ではないか。長期的な修繕計画や財源の見通しが重要であ

る。 

（事務局）一定額以上の修繕については市が負担し、指定管理者との役割分担を明

確化している。施設の長寿命化計画は存在するが、予算制約の中で優先順

位付けして実施している状況である。 

 

(3)  収益確保と利用拡大 

（委員）利用料が無料である現状では、利用者が増えても収入に結びつかず、運営

の持続性に課題があるのではないか。 

（委員）自主事業の企画力が重要であり、企業利用や一般利用などを取り込むこと

で収益確保につなげる必要がある。 

（事務局）指定管理者制度の改正により、自主事業の幅を広げ、柔軟な運営が可能

となるよう整理している。 

（委員長）公共性を確保しつつ、収益性とのバランスを取ることが求められる。 

 

(4)  指定管理者制度の課題と今後の方向性 

（委員）全国的に応募者が減少しており、人材確保や物価上昇の影響もあって、制

度自体が難しい状況にあるのではないか。指定管理者に過度な負担がかか

ると、持続的な運営が困難となる。 

（事務局）制度上の課題は認識しており、修繕の役割分担や自主事業の幅を広げる

などにより一部改善は図っている。 

（委員長）今後は、地域や企業との連携なども含め、新たな運営の在り方を検討し

ていく必要がある。 

 

(5)  施設の役割と運営の方向性 

（委員）野外活動体験は子どもの成長にとって重要であり、施設の果たす役割は大

きい。一方で、市民への認知が十分でないため、利用促進につながってい

ないのではないか。教育的価値を維持しつつ、より多様な利用者層に開か

れた施設運営が求められる。企業や地域との連携を進めることで、新たな

活用の可能性が広がるのではないか。 

（委員長）施設の基本的使命を踏まえつつ、社会環境の変化に対応した柔軟な運営

が必要である。 
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